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北九州市のＺ世代に関する特徴分析業務委託 

公募型プロポーザル 実施説明書 

  

 

１ 業務委託名  

北九州市の Z 世代に関する特徴分析業務 

  

２ 業務概要  

「日本一若者を応援する街・北九州市」の実現には、多様化、複雑化しているＺ世代

の価値観やニーズを把握し、施策やまちづくりに活かす必要があることから、北九州市

内及び市から転出したＺ世代を対象にアンケート調査を実施し、分析するもの。 

 

３ 履行期間  

契約締結日から令和６年１０月３１日まで  

  

４ 事業者選定について  

公募型プロポーザル方式により受託候補者を特定するものとし、審査委員会による

審査（以下、「審査会」という。）を行う。  

審査会に参加する事業者は、以下の要領で「企画提案書」及び「見積書」等を提出し、

後日、提出書類について書面審査を実施する。  

審査委員会は、「企画提案書」及び「見積書」等の内容を審査し、最も高い評価を得

た企画を提案した事業者１社を受託候補者として特定する。 

  

５ 予算上限額  

２，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

６ 参加資格  

（１）参加資格の要件 

次の各号のいずれにも該当する者であること。   

ア 地方自治施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。  

イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則

（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿に記載されて

いること。または、現に入札資格審査申請済みであり、有資格者名簿に登載さ

れていることを確認できるもの。  

ウ 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。  

エ 法人税及び事業所所在地における地方税（法人住民税、事業税等）が未納で

ない者。  

オ 受託候補者に選定された場合、履行期限内に当該業務の履行完了が可能な

体制にあり、提案書提出時の担当者が当該業務を担当できること。  

カ 個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令順守

（コンプライアンス）の仕組みが整備されていること。  
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   （２）参加資格の喪失 

参加希望者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することに

なった場合は、本プロポーザル参加資格を失うものとし、また、すでに提出された

提案は無効とする。  

ア 前項に規定する参加資格の要件を満たす者ではなくなったとき 

イ 不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触したとき 

ウ 提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

エ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為等があったとき  

  

７ 実施スケジュール  

７月３日（水）正午 質問書受付締切 

７月５日（金） 質問回答 

７月１０日（水）正午 参加表明書提出締切 

７月１９日（金） 企画提案書提出締切 

７月下旬  審査会（書面審査）実施・審査集計 

７月下旬  結果通知 

※契約締結以後のスケジュールは選定業者との協議により決定する。  

※各実施日は、都合により変更される場合がある。  

  

８ 説明会  

企画提案書の作成等について、説明会は開催しない。  

 

９ 質問  

本プロポーザル実施説明書及び業務仕様書に関する質疑については、質問票（様式

１）の提出によるものとする。 

（１）提出期限 令和６年７月３日（水） 正午 

（２）提出方法 電子メール 

 件名冒頭に【Ｚ世代の特徴分析業務】と明記の上、送信すること。 

※送信確認のため、必ず「１８ 担当・問合せ・提出先」に記載している担当者へ電

話連絡を行うこと。 

（３）提出先  「１８ 担当・問合せ・提出先」参照 

（４）質問への回答 

質問者が分からないようにして質問者全員へメール又はホームページで回答する。

ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接に関わる場合は、

質問者に対して個別に回答する。 

（５）回答予定日 令和６年７月５日（金） 
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１０ 参加表明書について  

参加を希望する事業者は、参加資格者の要件を確認の上、参加表明書（様式２）に

必要事項を記入して提出すること。なお、添付書類として、会社（団体）概要（様式４）と

共同申請者一覧（様式５）の提出をすること。 

（１）提出期限 令和６年７月１０日（水） 正午 （必着） 

（２）提出方法 電子メール 

（３）提出先  「１８ 担当・問合せ・提出先」参照 

件名冒頭に【Ｚ世代の特徴分析業務】と明記の上、送信すること。 

※送信確認のため、必ず「１８ 担当・問合せ・提出先」に記載している担当者へ電

話連絡を行うこと。 

（４）その他 

期限内に参加表明書の提出のない者は本プロポーザルへの参加を認めない。 

なお、参加表明後、企画提案をとりやめる場合は辞退届（様式３）の提出を必要とす

る。 

 

１１ 企画提案書及び見積書の提出について  

参加希望者は、期限までに下記の書類を提出すること。なお、提出された書類は返

却しない。また、提案にかかる費用については事業者の負担とする。 

（１）提出書類  

ア 企画提案書表紙（様式６のとおり）  

イ 企画提案書（様式自由）  

・Ａ４横、片面刷り、上限１０枚、左綴じを基本とする。また、提案書にはカバー等 

せず、ステープル止めで提出すること。  

・記載する内容は、「１２ 企画提案書の記載事項について」のとおり。 

ウ 見積書（様式自由）  

・企画提案する内容に係る経費の内訳が明確にわかるよう詳細に記載すること。 

・金額は円単位とし、消費税及び地方消費税相当額を抜いた額及び含む額の金

額を記入すること。 

・提出された見積書は評価項目の１つではあるが、契約金額は受託候補者決定後

に具体的な内容を確定して決定する。 

※見積額が予算を超えた場合、失格とする。  

（２）提出方法等 

ア 書面  

・提出部数は正本１部、副本５部の計６部とし、正本１部は原本、副本５部はコピー

可。 

・副本については、社名、所在地、社名が特定できる情報は削除するかマスキング

して隠すこと。 

・郵送若しくは持参にて提出すること。 

※郵送の場合は書留郵便で、下記期限必着のこと。 

イ データ 

・メールにて提出。直接添付もしくはオンラインストレージでも可。 

・ファイル形式はＰＤＦ形式にて提出すること。 

・件名冒頭に【Ｚ世代の特徴分析業務】と明記の上、送信すること。 

・ファイル名を【貴社名＿様式名（社名あり）】【貴社名＿様式名（社名なし）】とする

こと。  
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※送信確認のため、必ず「１８ 担当・問合せ・提出先」に記載している担当者へ

電話連絡を行うこと。 

（３）提出先  「１８ 担当・問合せ・提出先」参照 

（４）提出期限  令和６年７月１９日（金） １７：００ （必着） 

※提出の期限を過ぎた場合、失格とする。  

 

１２ 企画提案書の記載事項について  

企画提案書に記載する内容は、図や表などを用いて、わかりやすく簡潔に記載し、以

下項目を含めること。また、専門用語を使用する場合は、注釈をつけること。なお、一部

業務の再委託や外部サービスの使用等を予定している場合は、その再委託先や内容

についても記載すること。 

 

項 目 内 容 

① 業務内容 
仕様書の目的・内容等を反映した、本業務にとって有効で 

実現性の高い提案を具体的に記載すること。 

② 

価値観に関する

質問 

（質問設計１） 

対象者の「価値観」や「考え方」が効果的に分析できる内容の

アンケート項目、選択肢を具体的に記載すること。 

※代表的な設問を３問（対象共通又は対象ごとは問わない） 

③ 

関心事等に関す

る質問 

（質問設計２） 

対象者の「関心事」などが効果的に分析できる内容のアンケ

ート項目、選択肢を具体的に記載すること。 

※代表的な設問を３問（対象共通又は対象ごとは問わない） 

※北九州市の施策・事業に反映させることを意識した設問と

すること 

④ 
調査結果の分

析、表現 

調査結果の分析、表現、見せ方について、具体的な手法、イメ

ージを記載すること。また、全国的に調査されているＺ世代

の分析結果とどのように比較するか具体的に記載すること。 

⑤ 
回答率向上のた

めの方策 

回答率の向上に資する提案（訴求力のある案内のデザイン、

魅力的なインセンティブ等）を具体的に記載すること。また、

アンケート回答率の目標値を記載すること。 

⑥ 業務推進体制 
業務実施にあたり、必要な業務工程計画、組織体制及び  

人員・役割分担体制について具体的に記載すること。 

⑦ 

従業員等の業務

経験・能力等に

関する事項 

組織及び業務遂行に関わる各要員・グループが有する  

経験・能力・知見・ネットワークについて具体的に記載す

ること。 

⑧ 
セキュリティ対

策に関する事項 

情報資産のセキュリティ対策について具体的に記載するこ

と。 

⑨ 
過去の業務実績

に関する事項 

特定の世代の特徴を分析するアンケート調査等、過去に 

本業務に類似する業務実績を記載すること。 

※②、③の「対象共通又は対象ごと」の考え方は仕様書（別添資料）の【調査

票・WEB フォーム作成パターン（５パターン）】を参照のこと。 
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１３ 審査  

審査は、提出された企画提案書及び見積書に基づいて審査委員会による書面審査

を行い、受託候補者を特定する。 

（１）審査方法 

ア 「北九州市のＺ世代に関する特徴分析業務委託プロポーザル方式審査委員会

（審査員５名）」により決定する。 

イ 審査員は、（２）の評価基準表に従い、提出された企画提案書、見積書（各企業の

名前を伏せた状態）を踏まえて審査する。（合計１5０点満点） 

ウ 集計結果をもとに、参加業者の順位を決め、最優秀提案者を決定する。同点の

場合、別紙「評価基準表」2．業務内容の（２）から（４）の合計点数が高い者を選定

する。 

エ ウが同点の場合、見積金額の最も低い者を選定するものとし、見積金額の最も

低い者が複数の場合は、（３）の審査会にて提案書の再審査を行う。 

（２）評価項目・基準・配点 

別紙「評価基準表」参照 

（３）審査会（書面審査）の実施 

企画提案書及び見積書の内容について、書面審査を実施する。 

日時   令和６年７月下旬 実施予定 

（４）受託候補者の選定 

欠格者を除き、評価点の最も高い提案者を受託候補者として選定し、随意契約の

交渉を行う。ただし、その者と合意に至らなかった場合は、次に評価点の高い者から

順に交渉を行う。 

 

１４ 審査結果の通知 

受託候補者を特定したときは、提案者全員に次の事項を通知する。 

（１）受託候補者として特定した又は受託候補者として特定されなかった旨 

（２）当該提案者の順位及び点数 

（３）受託候補者として特定されなかった提案者については、その理由について所定 

の期限までに説明を求めることができる旨 

 

１５ 審査結果の公表 

受託候補者を特定した場合は、市ホームページに次の事項を公表する。 

（１）受託候補者の商号又は名称 

（２）提案者数 

（３）提案者（受託候補者のみ商号又は名称を表示）の評価結果 

（４）審査委員会の委員（外部委員を含む）の氏名及び職名（職業） 

（５）審査会における主な意見 

（６）市の主な特定理由 
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１６ 受託候補者との契約締結 

（１） 市は、審査結果の通知後に、受託候補者と当該業務委託に係る詳細について必要

な協議を行う。この協議において、企画提案書に記載した提案内容について、受託

候補者からの変更は原則認められない。ただし、市に不利にならない変更であって、

公募型プロポーザル方式の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものに

ついては除く。 

（２） 協議が整った場合は、受託候補者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査の

上、随意契約による契約の締結を行う。 

（３） 契約保証金は、契約額の１００分の５以上の額とする。ただし、契約の相手方が、北

九州市契約規則（以下「契約規則」という。）第２５条第７項第１号又は第３号に該当

する場合は免除する。 

（４） 受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位者を新たな受託候補者とし

て手続きを進める。受託候補者が契約締結の日までに本市から指名停止を受けた

場合も同様。 

（５） 受託候補者が「６（１）参加資格の喪失」に該当することが判明した場合は、受託候

補者としての資格を取り消す。この場合は、上記（４）と同様に処理を行う。 

（６） その他、本書に定めのない事項は、関係法令及び契約規則などの関係規定の定

めに従い処理する。 

 

１７ その他注意事項 

（１） 提案に係る経費については、提案事業者の負担とする。なお、提出された書類は

返却しない。 

（２） 企画提案書を提出した後は、実施要項、仕様書等の資料についての不明を理由

として異議を申し立てることはできない。 

（３） 参加表明書の提出後、希望があれば辞退することが可能。この場合でも、以後、

不利益な取り扱いを受けることはない。提案を辞退する場合は、電子メールで辞退

届（様式３）を提出すること。 

 

１８ 担当・問合せ・提出先 

北九州市政策局政策部Ｚ世代課（担当：福井・山下・内海） 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話：０９３－５８２－２９２５ 

E-mail：seisaku-zsedai@city.kitakyushu.lg.jp 
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